
特集・変成する古代神話

本
稿
で
扱
う
『
高
橋
氏
文
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
完
本
と
し
て
は
現
存

し
て
お
ら
ず
、
内
容
は
『
本
朝
月
令
』
「
政
事
要
略
』
『
年
中
行
事
秘
抄
』

所
引
の
逸
文
か
ら
窺
い
知
る
ほ
か
な
い
。
伴
信
友
が
こ
れ
ら
の
逸
文
を
纒
（１）

め
て
三
章
に
分
け
注
釈
を
施
し
た
草
稿
が
、
没
後
『
高
橋
氏
文
考
注
』

（
以
下
『
考
注
ご
と
し
て
出
版
さ
れ
て
お
り
、
諸
氏
の
「
高
橋
氏
文
』
に

関
す
る
論
考
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。
本
稿
で
も
『
考
注
」
に
拠
っ
て

論
を
進
め
る
が
、
こ
の
第
一
章
と
第
二
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
本
朝
月
令
』

『
政
事
要
略
』
に
引
か
れ
た
高
橋
氏
の
祖
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
に

関
す
る
伝
承
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
章
は
、
『
本
朝
月
令
』
六
月

の
「
十
一
日
神
今
食
祭
事
」
の
条
に
引
か
れ
た
、
高
橋
・
安
曇
両
氏
の
、

四
度
に
亘
る
職
掌
を
め
ぐ
っ
て
の
抗
争
と
そ
の
決
着
に
つ
い
て
記
し
た
太

政
官
符
で
あ
り
、
純
然
た
る
説
話
を
含
ん
で
い
な
い
点
が
前
の
二
つ
の
章

と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

本
書
に
つ
い
て
の
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
考
察
の
対
象
が
『
高
橋
氏

文
」
そ
の
も
の
で
あ
る
か
、
主
に
『
考
注
』
第
三
章
の
記
事
に
関
連
す
る

（２）

（３）

官
制
や
祭
祀
の
実
態
、
或
い
は
氏
族
の
動
向
等
で
あ
る
か
に
大
別
さ
れ

（４）

る
。
更
に
前
者
に
は
、
「
高
橋
氏
文
」
自
体
が
編
ま
れ
た
状
況
や
各
章
が

（５）

書
か
れ
た
時
代
の
ず
れ
な
ど
、
『
高
橋
氏
文
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
も
の
と
、

逸
文
に
み
る
『
高
橋
氏
文
」
の

方
法
と
性
質

特
集
・
変
成
す
る
古
代
神
話
ｌ
「
氏
文
」
研
究
の
現
在

（６）

第
一
・
二
章
の
伝
承
の
内
容
を
対
象
と
す
る
も
の
、
総
合
的
見
地
か
ら
研

（７）

究
史
も
含
め
て
網
羅
的
に
『
高
橋
氏
文
」
を
扱
う
も
の
が
あ
る
。

『
高
橋
氏
文
』
の
よ
う
な
氏
文
と
総
称
さ
れ
る
文
献
の
意
義
は
従
来
、

記
紀
以
前
の
氏
族
の
伝
承
や
系
譜
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
点
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
即
ち
、
氏
族
が
個
々
に
伝
え
て
い

た
神
話
・
伝
説
・
系
譜
が
、
取
捨
選
択
を
経
て
記
・
紀
に
採
ら
れ
、
更
に

記
・
紀
に
漏
れ
た
も
の
が
氏
文
に
記
載
さ
れ
る
と
い
う
三
段
階
の
発
展
の

過
程
を
想
定
し
た
上
で
、
氏
文
を
古
事
記
序
文
に
書
か
れ
る
「
諸
家
の
賀

る
帝
紀
及
び
薑
辞
」
に
該
当
す
る
も
の
の
内
容
を
推
定
す
る
資
料
と
し
て

（８）

捉
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
氏
文
は
、
記
・
紀
か
ら
遡
及
す

る
の
と
は
逆
の
方
向
で
、
記
・
紀
の
受
容
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
氏
文
を
、
本
来
全
く
別
個
に
存
在
し
た
記
・
紀

の
所
伝
を
一
本
化
し
た
テ
キ
ス
ト
と
捉
え
直
し
、
氏
文
に
記
さ
れ
る
神
話

に
は
記
・
紀
の
段
階
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
祭
儀
神
話
の
性
質
が
加
え
ら

（９）

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
研
究
史
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
逸
文
の
三
つ
の
記
事
の
読

み
を
通
し
て
、
「
高
橋
氏
文
」
の
方
法
と
性
質
を
考
え
て
み
た
い
。

工
藤
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逸文にみる『高橋氏文」の方法と性質

は
じ
め
に
、
『
考
注
』
の
第
三
章
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
先
ず
、
太
政
官

符
を
引
用
し
た
こ
の
記
事
が
『
高
橋
氏
文
」
逸
文
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か

が
問
題
と
な
る
。
第
一
・
二
章
と
の
相
違
は
、
夙
に
伴
信
友
が
、

（旧）

延
暦
十
一
年
に
、
素
よ
り
在
來
れ
る
氏
文
に
書
副
た
る
も
の
な
り
。

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
『
考
注
』
は
先
述
の
よ
う
に
第
三
章
を
立
て
こ
の

記
事
を
採
録
し
て
い
る
。
信
友
は
、
当
該
の
太
政
官
符
を
逸
文
と
認
め
る

理
由
を
明
言
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
一
貫
性
を
欠
く
扱
い
に
つ
い
て
の
批
判

も
あ
る
。
し
か
し
「
本
朝
月
令
』
の
該
当
箇
所
は
、
記
事
の
冒
頭
に
「
高

橋
氏
文
云
」
と
記
し
た
上
で
、
以
下
に
こ
の
太
政
官
符
を
記
載
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
『
高
橋
氏
文
』
は
第
三
章
を
含
ん
だ
形
で
成
書
化
さ
れ
て
い

た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

次
の
問
題
は
、
末
尾
に
「
延
暦
十
一
年
三
月
十
九
日
」
の
日
付
を
持

つ
、
こ
の
太
政
官
符
そ
の
も
の
の
信
頼
性
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
当
該
官
符
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
史
料
的
な
問
題
点
が
あ
っ
て

原
官
符
と
は
認
め
難
い
こ
と
、
ま
た
神
今
食
が
実
施
さ
れ
た
確
実
な
例
は

「
續
日
本
紀
』
延
暦
九
年
六
月
条
以
前
に
湖
る
こ
と
は
で
き
ず
、
祭
儀
と

し
て
の
神
今
食
の
成
立
も
延
暦
年
間
以
降
と
考
え
る
べ
き
こ
と
が
論
じ
ら

（Ⅱ）

（旧）

れ
て
い
る
。
神
今
食
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
反
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、

延
暦
十
一
年
の
官
符
の
存
在
自
体
に
は
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
一
方
で
、
内
容
が
一
貫
し
て
高
橋
氏
側
の
立
場
か
ら
叙
述
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
太
政
官
符
の
書
式
と
し
て
異
例
で
あ
る
こ
と
、
安
曇
刀
の

官
位
が
「
從
五
位
下
」
に
叙
さ
れ
る
の
は
記
事
の
霊
亀
二
年
よ
り
九
年
降

（Ｂ）

っ
た
神
亀
二
年
正
月
で
あ
る
こ
と
の
三
点
が
疑
義
と
し
て
残
る
。
三
点
目

■■■■■■

次
に
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
関
係
記
事
が
記
載
さ
れ
る
第
一
・

二
章
の
問
題
の
所
在
を
確
認
し
て
お
く
。
第
一
章
の
記
事
は
、
第
三
章
と

同
様
『
本
朝
月
令
』
に
引
か
れ
た
逸
文
で
あ
る
が
、
内
容
・
表
記
と
も
に

大
き
く
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。
用
字
法
の
面
か
ら
は
「
へ
」
音
を
除
い

（〃）

て
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ

の
安
曇
刀
の
叙
位
は
、
官
符
の
日
付
か
ら
六
十
七
年
二
箇
月
湖
る
の
で
あ

り
、
延
暦
十
一
年
以
前
の
加
筆
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
を
除
い
た

（Ⅲ）

二
点
は
、
原
官
符
に
手
を
加
え
た
結
果
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（旧）

そ
れ
も
『
高
橋
氏
文
』
へ
の
引
用
の
際
の
「
繕
爲
」
か
、
或
い
は
「
高
橋

氏
文
」
成
書
化
以
後
の
加
筆
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
想
定
さ
れ

得
る
状
況
で
あ
る
。

「
高
橋
氏
文
」
が
編
ま
れ
た
背
景
に
は
、
本
章
に
書
か
れ
る
よ
う
な
高

橋
・
安
曇
両
氏
の
内
膳
奉
仕
の
職
掌
を
巡
る
争
議
が
あ
っ
た
こ
と
は
は
っ

き
り
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
書
の
成
立
事
情
に
は
既
に
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
、
祭
祀
を
巡
る
忌
部
・
中
臣
両
氏
の
争
い
が
、
編
纂
の
直
（旧）

接
の
動
機
と
な
っ
た
『
古
語
拾
遺
」
の
場
合
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。

『
古
語
拾
遺
』
末
尾
に
は
「
所
遣
」
十
一
条
が
付
さ
れ
て
お
り
、
中
臣
氏

と
の
関
係
の
中
で
の
忌
部
氏
の
扱
い
に
関
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
た
内
容

で
あ
る
。
い
つ
ぼ
う
『
高
橋
氏
文
』
第
三
章
も
、
お
そ
ら
く
は
『
考
注
」

の
順
序
ど
お
り
、
系
譜
・
伝
承
を
記
し
た
本
文
の
後
に
安
曇
氏
と
の
争
議

の
顛
末
を
参
考
資
料
的
意
味
あ
い
で
付
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
『
高
橋

氏
文
』
は
本
文
構
成
上
も
「
古
語
拾
遺
』
と
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
の

である。
！■■■■■
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特集・変成する古代神話

る
。
表
記
法
に
つ
い
て
は
、
純
漢
文
体
と
宣
命
体
の
二
つ
の
文
体
の
混
渚

が
見
ら
れ
る
。
後
者
が
古
い
口
承
言
語
の
性
格
が
窺
わ
れ
る
部
分
と
言
わ

（旧）

れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
前
者
の
景
行
紀
の
記
述
に
類
似
し

て
い
る
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
事
績
に
関
す
る
箇
所
で
あ
る
。
景
行
五
十
三

年
八
月
、
天
皇
が
小
碓
王
の
平
定
し
た
東
国
を
巡
幸
し
た
際
に
、
上
総
國

付
近
で
得
た
蛤
を
調
理
し
た
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
功
績
を
語
る
内
容
で
、

高
橋
氏
の
始
祖
伝
承
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
『
高
橋
氏
文
』
の

当
該
箇
所
は
『
日
本
書
紀
』
と
大
筋
で
一
致
し
て
い
る
が
、
内
容
に
は
、

次
に
掲
げ
る
五
点
に
つ
い
て
差
異
が
存
し
て
い
る
。

一
、
海
に
入
っ
た
人
物
が
、
天
皇
自
身
で
は
な
く
、
大
后
八
坂
媛
に
請
わ

れ
た
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
で
あ
る
こ
と

二
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
が
遂
に
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
烏
に
誼
ひ
を
か
け
る

こ
と

三
、
獲
物
が
蛤
の
み
で
は
な
く
、
鰹
に
加
え
て
蛤
と
な
っ
て
い
る
こ
と

四
、
料
理
を
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
自
身
が
行
わ
ず
、
無
邪
志
・
知
々
夫
國
造

を
喚
ん
で
行
わ
せ
て
い
る
こ
と

五
、
料
理
の
装
束
が
手
綴
だ
け
で
な
く
、
鰻
．
み
づ
ら
・
帯
・
足
纏
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と

こ
の
よ
う
に
、
『
高
橋
氏
文
』
は
『
日
本
書
紀
』
に
比
べ
て
詳
細
な
内
容

と
な
っ
て
い
る
。
両
者
間
に
影
響
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
表
記
の
類
似
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
高
橋
氏
側
の
古
伝
が
景
行
紀
の
記
事
に
反
映
し

（旧）

て
い
る
と
の
見
方
が
「
考
注
』
以
来
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、

（釦）

「
高
橋
氏
文
』
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
高
橋
氏
の
古
伝
承
と
認
め
る
か
、
段

（副〉

階
を
経
て
の
加
筆
を
考
え
る
か
で
見
解
が
分
れ
る
。
た
だ
、
管
見
の
限
り

後
者
の
立
場
を
採
る
諸
説
は
い
ず
れ
も
、
『
日
本
書
紀
』
『
高
橋
氏
文
』
お

こ
こ
で
、
前
節
で
掲
げ
た
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
関
係
記
事
の
問
題
の
所
在

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
第
一
章
の
記
事
を
景
行
五
十
三
年
紀
と
対
比
し
つ
つ

読
ん
で
、
五
つ
の
相
違
点
を
順
次
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

先
ず
重
要
な
の
は
、
一
点
目
の
人
物
に
つ
い
て
の
異
同
で
あ
る
。
烏
を

追
っ
て
海
に
入
っ
た
経
緯
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

冬
十
月
、
上
シ
總
の
國
、
安
房
の
、
浮
島
の
宮
に
、
到
り
ま
し
き
。

そ
の
時
、
磐
鹿
六
稿
命
、
従
駕
に
仕
へ
奉
り
き
。
天
皇
、
葛
飾
の
野

に
、
行
幸
し
て
、
御
猫
せ
し
め
給
ひ
き
。
大
后
、
八
坂
媛
は
、
借
宮

に
坐
し
ま
し
、
磐
鹿
六
猫
の
命
も
、
亦
、
留
り
、
侍
り
き
。
こ
の

の
お
の
の
編
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
手
が
加
え
ら
れ
た
の
か
を
具
体
的

に
指
摘
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
も
、
双
方
の
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
関
係
記
事

の
読
み
を
通
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
章
は
、
他
の
二
章
と
は
異
な
り
『
政
事
要
略
』
所
引
の
逸
文
で
あ

る
。
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
七
十
二
歳
で
の
莞
去
に
伴
う
宣
命
で
あ
り
、
そ

の
功
績
を
称
え
て
子
孫
に
膳
職
の
長
を
世
襲
さ
せ
、
上
総
．
淡
の
二
国
の

（誼）

長
と
し
て
の
地
位
と
、
若
狭
国
を
与
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
を

（認）

景
行
朝
に
作
ら
れ
た
現
存
最
古
の
宣
命
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
上
代
特
殊

仮
名
遣
い
は
失
わ
れ
て
お
り
、
仮
名
遣
い
・
語
法
は
九
世
紀
中
ご
ろ
の
宣

（狐）

命
に
近
い
と
言
わ
れ
る
。
『
續
日
本
紀
」
寳
蝿
二
年
二
月
の
藤
原
朝
臣
永

（お）

手
（
第
五
十
一
詔
）
、
更
に
同
天
應
元
年
二
月
の
能
登
内
親
王
（
第
五
十

（妬）

八
詔
）
、
『
續
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
十
月
の
阿
保
親
王
そ
れ
ぞ
れ
の
莞
去

記
事
が
該
当
す
る
。
記
事
を
読
ん
で
、
内
容
の
面
か
ら
も
こ
れ
ら
の
宣
命

と
の
影
響
関
係
の
有
無
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。

■■■■■■
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時
、
大
后
、
磐
鹿
六
猫
の
命
に
、
詔
り
給
は
く
、
こ
の
浦
に
、
異
烏

の
音
、
聞
ゆ
。
そ
れ
、
駕
我
久
久
、
鳴
け
り
。
そ
の
形
を
、
見
ま
く

欲

す

。

弓

高

橋

氏

文

乞

冬
十
月
に
、
上
總
國
に
至
り
て
、
海
路
よ
り
淡
水
門
を
渡
り
た
ま

ふ
。
是
の
時
に
、
覺
駕
鳥
の
聲
聞
ゆ
。
其
の
形
を
見
さ
む
と
欲
し

て
、
尋
ね
て
海
の
中
に
出
で
ま
す
。
含
日
本
書
紀
色

い
ず
れ
の
場
合
も
、
天
皇
は
当
該
部
分
の
舞
台
と
な
る
上
總
付
近
の
海
に

至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
行
幸
の
発
端
は
、
次
の
詔
に
示
さ
れ
て
い
る
。

朕
、
愛
し
き
子
を
顧
ふ
こ
と
、
何
れ
の
日
に
か
止
ま
ん
。
小
碓
の
王

（
又
の
名
は
、
倭
武
の
王
）
の
、
平
け
給
ひ
し
國
々
を
、
巡
狩
ん
と

欲

す

合

高

橋

氏

文

』

）

朕
愛
み
し
子
を
顧
ぶ
こ
と
、
何
の
日
に
か
止
ま
む
。
翼
は
く
は
、
小

碓
の
王
の
平
け
し
國
を
巡
狩
む
と
欲
ふ
（
『
日
本
書
紀
』
）

「
日
本
書
紀
』
で
は
、
莞
去
し
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
の
足
跡
を
辿

り
、
伊
勢
を
経
て
束
国
入
り
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
景
行
天
皇
の
一
行

が
、
異
鳥
の
聲
を
聞
い
て
姿
を
追
っ
た
と
い
う
引
用
記
事
を
読
む
時
、
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
霊
魂
が
白
鳥
と
化
し
て
飛
び
去
っ
た
と
い
う
景
行
紀
四
十

年
の
記
事
が
自
然
に
想
起
さ
れ
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
能
褒
野
陵
を
飛

び
立
っ
た
白
烏
は
、
琴
弾
原
、
薑
市
邑
を
経
て
天
上
へ
と
飛
び
去
る
こ
と

（訂）

が
明
記
さ
れ
て
は
い
る
。
ま
た
覺
駕
烏
も
、
諸
注
の
指
摘
の
よ
う
に
鷹
科

の
ミ
サ
ゴ
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
白
い
烏
で
は
な
い
。
だ
が
天
皇

は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
没
後
十
三
年
を
経
て
も
亡
き
皇
子
を
偲
ぶ
心
や
み

難
く
、
皇
子
の
平
定
し
た
東
国
を
訪
ね
る
途
次
の
上
總
國
で
、
声
だ
け
が

聞
こ
え
た
覺
駕
烏
の
姿
を
追
い
求
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
海
の
中
ま
で

烏
を
追
っ
た
人
物
は
、
あ
く
ま
で
も
文
脈
上
景
行
天
皇
で
な
け
ら
ば
な
ら

ないだろう。

『
高
橋
氏
文
』
の
逸
文
は
、
最
初
に
ふ
れ
た
よ
う
に
「
考
注
」
第
一

～
三
章
の
部
分
し
か
現
存
し
て
お
ら
ず
、
所
謂
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
が
本

文
に
記
載
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
つ
き
か
ね
る
。
し
か
し
こ
こ

で
も
、
引
用
し
た
よ
う
な
形
で
景
行
天
皇
の
詔
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

天
皇
が
安
房
浮
島
宮
に
到
っ
た
事
情
は
『
日
本
書
紀
」
と
同
様
に
考
え
な

け
ら
ば
な
ら
な
い
。
『
高
橋
氏
文
」
で
は
、
天
皇
が
葛
錺
野
へ
御
獲
に
行

幸
し
て
お
り
、
烏
が
留
守
中
の
借
宮
に
現
れ
る
。
烏
の
声
を
聞
い
て
、
イ

ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
に
そ
の
姿
を
見
た
い
と
詔
を
下
し
た
大
后
八
坂
媛
は
、
景

行
紀
四
年
春
二
月
の
条
に
記
載
さ
れ
る
八
坂
入
媛
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て

（胡）
い
る
。
景
行
天
皇
の
妃
と
し
て
、
七
男
六
女
を
生
ん
だ
人
物
で
、
そ
の
第

一
皇
子
は
稚
足
彦
天
皇
即
ち
後
の
成
務
天
皇
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

生
前
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
は
皇
位
継
承
を
巡
っ
て
敵
対
関
係
の
生
じ
得
る

皇
子
の
母
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
系
譜
的
に
見
る
と
八
坂
入
媛
は
、
八
坂

入
彦
皇
子
の
女
で
あ
る
が
、
父
系
の
祖
父
母
は
崇
神
天
皇
と
尾
張
大
海
媛

（
崇
神
紀
元
年
二
月
条
）
で
あ
る
。
い
つ
ぼ
う
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
は
、
母
播

磨
稻
日
大
郎
姫
（
景
行
紀
元
年
二
月
条
）
が
吉
備
臣
系
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、
東
征
の
途
中
で
、
尾
張
氏
系
の
宮
賛
媛
を
要

っ
て
い
る
。
し
か
し
宮
賛
媛
は
「
尾
張
氏
の
女
」
（
景
行
紀
四
十
年
）
と

記
さ
れ
る
だ
け
で
、
八
坂
入
媛
と
の
血
縁
は
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は

明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
這
般
の
事
情
か
ら
八
坂
（
入
）
媛
は
、
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
を
追
悼
す
る
感
情
を
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
持
ち
得
る
立
場
に
は
な

か
っ
た
と
判
断
す
べ
き
だ
ろ
う
。
『
高
橋
氏
文
』
で
、
八
坂
媛
が
イ
ハ
カ

ム
ッ
カ
リ
に
烏
を
見
た
い
と
詔
し
た
と
さ
れ
る
理
由
は
釈
然
と
し
な
い
の

である。
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詔
を
受
け
た
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
が
烏
を
追
う
こ
と
は
、
前
節
の
相
違
点

四
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
』
で
は
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ

は
天
皇
が
得
た
蛤
を
、
蒲
を
手
綴
に
か
け
自
身
で
調
理
し
て
い
る
。
天
皇

は
結
局
烏
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
蛤
を
得
た
の
か
等
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
判
然
と
し

な
い
部
分
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
は
さ
て
お
き
、

故
、
六
鴫
命
の
功
を
美
め
て
、
膳
大
伴
部
を
賜
ふ
。

（『日本書紀ご

と
書
か
れ
る
の
は
、
文
脈
の
上
か
ら
は
烏
を
追
い
き
れ
ず
に
落
胆
し
た
天

皇
の
心
を
、
料
理
で
慰
め
た
こ
と
に
対
す
る
褒
賞
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
内
膳
司
の
膳
臣
・
高
橋
朝
臣
の
職
掌
に
合
致
し
た
祖
先
伝

承
と
な
る
の
で
あ
る
。

い
つ
ぼ
う
『
高
橋
氏
文
」
の
場
合
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
行
為
が
直
接

魚
介
類
を
採
る
こ
と
に
及
ん
で
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
十
四
箇
所

の
膳
臣
関
係
の
記
事
が
あ
る
。
特
に
最
後
の
持
統
五
年
八
月
条
に
は
、
天

皇
に
「
祖
等
の
墓
記
」
の
提
出
を
命
ぜ
ら
れ
た
十
八
氏
に
「
膳
部
」
が
含

ま
れ
て
い
る
。
こ
の
詔
に
よ
っ
た
膳
氏
の
纂
記
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
記

（四）

事
の
史
料
と
な
っ
た
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
十
四
の

記
事
に
表
れ
る
膳
氏
の
活
躍
の
内
容
を
分
析
し
て
、
本
来
の
職
掌
は
魚

携
・
狩
猟
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
培
わ
れ
た
航
海
と
対
象
を
倒
す
技
術
を

生
か
し
て
、
軍
事
的
役
割
を
も
果
た
す
よ
う
に
な
る
と
の
発
展
段
階
を
考

（釦）

え
る
論
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
膳
氏
の
纂
記
に
依
っ
た
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
る
十
四
の
記
事
を
読
む
と
、
膳
氏
の
人
物
が
直
接
魚
携
・
狩
猟
に

携
わ
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
雄
略
二
年
十
月

条
の
記
事
で
は
、
た
し
か
に
膳
臣
長
野
が
狩
猟
の
場
に
居
た
よ
う
に
読
む

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
行
為
の
主
眼
は
天
皇
一
行
が
得
た
獲
物
を
脂
に

調
理
し
た
こ
と
に
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
膳
臣
長
野
の
料
理
が
天
皇
の

怒
り
を
鎮
め
た
こ
と
で
あ
る
。
既
に
見
た
景
行
条
の
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の

場
合
と
対
比
さ
せ
て
読
む
と
き
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
膳
氏
の
人
物

が
行
う
料
理
の
特
徴
は
、
天
皇
の
怒
り
を
静
め
た
り
、
落
胆
か
ら
立
ち
直

ら
せ
る
な
ど
の
鎮
魂
的
効
果
を
持
つ
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
持
統
の
詔

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
膳
氏
の
纂
記
の
内
容
は
、
呪
的
料
理
人
と
し
て
の

も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

内
膳
司
の
職
掌
に
つ
い
て
膳
氏
と
対
立
し
、
『
高
橋
氏
文
』
編
纂
の
発

端
を
作
っ
た
安
曇
氏
の
祖
先
伝
承
を
見
る
と
、
大
濱
宿
禰
が
さ
ば
め
く
海

人
を
平
定
し
海
人
の
宰
と
な
っ
た
り
（
應
神
三
年
十
一
月
条
）
、
淡
路
野

嶋
の
海
人
を
率
い
て
反
乱
を
起
こ
す
（
履
中
八
十
七
年
春
正
月
）
な
ど
、

氏
族
と
し
て
の
基
盤
が
海
人
と
の
深
い
関
係
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
膳
氏
と
の
海
人
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
事

は
見
ら
れ
な
い
が
、
「
高
橋
氏
文
」
で
は
四
つ
目
の
相
違
点
と
し
て
掲
げ

た
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
が
武
蔵
・
秩
父
二
国
の
國
造
を
喚
ん
で
調
理
を
行

な
わ
せ
て
い
る
点
が
象
徴
的
で
あ
る
。
國
造
の
職
掌
は
祭
祀
と
関
係
し
て

お
り
、
こ
の
二
国
の
海
洋
的
性
質
は
稀
薄
で
あ
る
の
も
、
指
摘
し
た
よ
う

な
膳
氏
の
伝
承
の
性
質
に
合
致
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
な
お
、
膳
・
高
橋
氏
の
基
盤
が
志
摩
・
若
狭
等
の
海
洋
国
に
存
し
た

こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
当
該
説
話
の
内
容
に
ま
で
反
映
し
て

は
い
な
い
点
を
確
認
し
、
詳
細
は
次
節
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

従
っ
て
、
天
皇
が
海
ま
で
烏
を
追
っ
て
蛤
を
得
る
と
い
う
『
日
本
書

紀
』
の
方
が
、
伝
承
と
し
て
は
本
来
の
形
と
考
え
ら
れ
る
。
『
高
橋
氏
文
』

第
一
章
の
記
事
は
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
が
調
理
の
技
術
を
以
て
天
皇
を
慰

-３８-



逸文にみる「高橋氏文」の方法と性質

め
る
と
い
う
『
日
本
書
紀
」
の
内
容
を
も
と
に
、
種
々
の
要
素
を
付
加
し

て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
相
違
点
四
の
イ
ハ
カ
ム
ッ

カ
リ
が
武
蔵
・
秩
父
國
造
を
召
し
て
料
理
を
さ
せ
る
箇
所
は
、
『
古
語
拾

遺
』
の
天
石
窟
条
で
の
太
玉
命
が
諸
部
神
を
率
い
て
種
々
の
品
を
作
ら
せ

（別）

る
部
分
の
記
述
と
同
様
に
「
自
家
顯
揚
の
爲
の
造
作
」
と
捉
え
る
見
方
が

あ
る
。
烏
に
対
す
る
訳
ひ
（
相
違
点
二
）
、
鰹
を
得
た
こ
と
（
相
違
点
三
）

も
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
業
績
を
料
理
だ
け
に
と
ど
ま
ら
せ
ず
、
海
で
の

魚
携
・
狩
猟
に
ま
で
及
ぼ
す
『
高
橋
氏
文
』
編
纂
時
の
作
為
に
よ
っ
た
の

であろう。

そ
う
考
え
た
と
き
、
先
ほ
ど
は
疑
問
と
し
て
残
し
た
、
八
坂
媛
が
詔
を

下
す
と
い
う
筋
書
き
の
意
味
も
自
ず
と
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
直
接
天

皇
の
詔
を
受
け
て
烏
を
追
っ
た
の
で
は
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
は
鳥
を
見
失

っ
た
責
め
を
免
れ
ず
、
そ
の
手
柄
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
八
坂
入
媛
は
『
伊
予
國
風
土
記
」
逸
文
に
も
景
行
天
皇
の
行
幸
に

伴
っ
た
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
后
八
坂
媛
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、

自
ら
の
得
た
鰹
と
蛤
を
料
理
し
天
皇
を
慰
め
た
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
功
績

の
み
を
強
調
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

五
つ
目
の
相
違
点
と
し
て
挙
げ
た
、
調
理
の
装
束
等
に
つ
い
て
の
記
述

を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
の
で
、
先
ず
当
該
部
分
を
引

用する。河
曲
山
の
楯
の
葉
を
見
て
、
高
次
八
枚
に
刺
し
作
り
、
眞
木
の
葉
を

見
て
、
日
影
を
取
り
て
鰻
と
爲
、
蒲
の
葉
を
以
ち
て
み
づ
ら
を
巻

き
、
ま
さ
き
葛
を
採
り
て
た
す
き
に
か
け
、
帯
に
爲
、
足
纒
に
結
ひ

て
、
雑
の
物
を
供
御
へ
結
ひ
餅
り
て
、
乗
與
御
稿
よ
り
還
り
入
り
坐

す
時
に
供
へ
奉
ら
む
と
す
。

（魂）

『
考
注
』
に
も
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、
記
・
紀
の
天
石
屋
戸
神
話
条
の

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
所
作
を
想
起
さ
せ
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
第
一
点
と
同

様
に
『
高
橋
氏
文
』
編
纂
の
際
の
『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
く
作
文
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
内
容
的
に
は
、
膳
氏
の
本
来
の
職
掌
で
あ

る
料
理
の
装
束
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
楯
の
葉
を
高
次
に
作
る
と
い

う
、
や
は
り
料
理
に
関
わ
る
他
書
に
は
見
え
な
い
独
自
の
記
事
が
記
載
さ

れ
て
い
る
点
は
注
目
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
『
日
本
書
紀
』
第
七
段
本
文

（
或
い
は
「
古
事
記
』
上
巻
）
の
記
事
に
依
拠
す
る
「
繕
罵
」
と
と
る
か
、

景
行
紀
五
十
三
年
記
事
に
採
ら
れ
な
か
っ
た
膳
部
の
纂
記
の
記
事
の
名
残

と
と
る
か
、
俄
に
判
断
の
つ
き
か
ね
る
部
分
で
あ
る
。

な
お
、
栗
田
寛
採
択
の
『
塵
嚢
」
所
引
「
常
陸
國
風
土
記
」
逸
文
に

は
、
当
該
伝
承
の
異
伝
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
逸
文
の
関
連
記
事
は
、
「
常

陸
國
風
土
記
』
本
文
に
は
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
資
料
価
値
を
検
討
す
る
余

地
は
あ
る
。
「
伊
賀
理
ノ
命
」
と
さ
れ
る
人
物
名
が
、
賀
久
賀
烏
を
捉
え

て
鳥
取
の
姓
を
賜
っ
て
お
り
、
内
容
的
に
は
景
行
紀
や
『
高
橋
氏
文
」
と

は
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
料
理
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ

ず
に
、
烏
を
捕
る
こ
と
に
関
心
が
移
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
伝
承
が

膳
氏
の
手
か
ら
完
全
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
の
記
事
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
既
に
仮
名
遣
い
・
語
法
の
検
討

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
専
ら
内
容
面
に
絞
っ
て
読
ん
で
ゆ
き
た

い
。
前
文
に
は
、
ム
ッ
カ
リ
ノ
ミ
コ
ト
の
莞
去
年
齢
、
天
皇
が
哀
惜
の
情

を
抱
い
た
こ
と
、
葬
を
親
王
に
准
じ
て
行
っ
た
こ
と
、
更
に
宣
命
使
の
名

が
書
か
れ
て
い
る
。
概
ね
六
国
史
所
載
の
親
王
・
臣
下
の
莞
去
記
事
の
宣

四
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命
の
前
文
・
後
文
の
書
き
ぶ
り
と
一
致
し
て
い
る
。
相
違
点
に
は
先
ず
、

父
母
の
名
・
本
人
の
履
歴
の
記
事
が
な
く
簡
略
な
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
六

国
史
で
は
葬
の
記
事
は
な
く
、
親
王
の
場
合
に
限
り
喪
事
監
護
の
人
物
名

が
記
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

宣
命
の
部
分
は
、
天
皇
の
哀
惜
の
情
に
続
き
、
功
績
の
顕
彰
、
御
魂
の

奉
祭
、
子
孫
の
処
遇
が
順
に
述
べ
ら
れ
る
。
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
功
績

は
、
新
嘗
祭
・
膳
職
の
御
膳
の
二
点
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
第

三
章
の
太
政
官
符
で
問
題
と
さ
れ
る
神
今
食
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
高
橋
氏
文
』
に
は
、
散
逸
し
た
部

分
を
含
め
て
、
神
今
食
の
起
源
を
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
に
結
び
付
け
て
語
ろ

う
と
す
る
意
図
が
な
い
も
の
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
御
魂
の
奉
祭
の

こ
と
は
他
の
宣
命
に
は
見
ら
れ
ず
、
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。

子
孫
の
処
遇
に
関
し
て
は
、
長
く
膳
職
の
長
、
上
総
・
淡
路
の
國
長
に

任
じ
、
若
狭
國
の
利
権
を
与
え
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ

た
三
国
と
膳
・
高
橋
氏
の
関
わ
り
を
見
る
と
、
上
総
は
第
一
章
の
舞
台
で

あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
安
閑
紀
元
年
記
事
に
お
い
て
も
無
礼
の
あ
っ

た
伊
甚
國
造
の
領
地
を
伊
甚
屯
倉
と
し
て
、
膳
臣
大
麻
呂
が
没
収
し
て
皇

后
に
献
上
し
、
後
に
そ
れ
が
上
總
國
に
願
け
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

高
橋
虫
麿
は
、
常
陸
國
司
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
藤
原
宇
合
と
親
交
が
あ

り
、
『
常
陸
國
風
土
記
」
編
纂
へ
の
関
与
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
著
名
だ
が
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
九
月
条
に
も
「
元
邪
志
直
、
膳

（羽）

大
伴
部
廣
勝
」
の
名
が
見
ら
れ
、
膳
・
高
橋
氏
と
東
国
の
結
び
付
き
を
示

す
資
料
は
多
い
。
淡
路
は
、
安
曇
氏
が
密
接
な
関
係
を
持
つ
国
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
淡
路
に
産
す
る
塩
は
、
内
膳
奉
仕
に
用
い
ら
れ
る
が
、
と
り

わ
け
神
今
食
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ

『
高
橋
氏
文
』
逸
文
の
各
章
の
内
容
を
読
ん
で
、
問
題
点
を
考
え
て
来

た
訳
で
あ
る
。
お
の
お
の
の
章
の
手
法
を
再
確
認
し
つ
つ
、
『
高
橋
氏
文
』

逸
文
全
体
の
性
格
づ
け
を
し
て
纏
め
と
し
た
い
。

第
一
章
の
記
事
は
、
漢
文
体
と
宣
命
書
き
の
二
種
の
文
体
が
混
清
し
て

い
る
。
後
者
の
み
な
ら
ず
、
前
者
の
特
に
料
理
に
纏
わ
る
部
分
に
も
、

れ
ば
こ
そ
本
書
が
淡
路
國
の
國
長
を
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
子
孫
が
世
襲
す

る
記
事
を
記
載
す
る
姿
勢
に
は
、
安
曇
氏
へ
の
対
抗
意
識
を
読
み
取
る
べ

（弧）

き
だ
と
の
視
点
は
説
得
力
を
持
つ
。
ま
た
、
初
代
若
狭
國
造
は
「
國
造
本

紀
」
に
よ
る
と
「
膳
臣
祖
佐
白
米
命
兒
荒
砺
命
」
で
あ
る
。
若
狭
で
も
、

高
橋
氏
と
國
造
と
の
関
連
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
高
橋
氏
は
志
摩
守
と

（弱）

し
て
國
司
の
職
を
世
襲
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
由
来
を

（苑）

説
く
記
事
が
『
高
橋
氏
文
』
に
記
載
さ
れ
て
い
た
筈
だ
と
い
う
推
定
も
あ

る
。
た
だ
、
見
て
き
た
よ
う
に
現
存
す
る
逸
文
の
記
事
か
ら
は
、
膳
・
高

橋
氏
は
國
造
階
級
を
通
し
て
武
蔵
・
秩
父
・
若
狭
等
の
地
方
国
と
繋
が
り

を
持
っ
て
い
た
事
情
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
は
、
膳
・
高
橋
氏

が
土
着
性
の
強
い
國
造
で
は
な
く
、
國
司
と
し
て
関
わ
る
志
摩
國
に
は
、

他
の
国
と
の
異
な
っ
た
性
質
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
六
国
史
で
莞
去
記
事
に
宣
命
が
伴
わ
れ
る
の
は
、
先
に
挙
げ
た
藤

原
朝
臣
永
手
が
初
出
で
あ
り
、
実
在
性
の
確
か
な
人
物
に
限
ら
れ
る
の
は

注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
姓

を
持
た
な
い
伝
説
的
人
物
で
あ
る
。
第
二
章
は
、
『
續
日
本
紀
』
以
下
の

六
国
史
の
宣
命
に
基
づ
い
て
、
八
世
紀
後
半
以
降
に
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
に

仮
託
し
て
作
ら
れ
た
記
事
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

五
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膳
・
高
橋
氏
の
古
伝
承
の
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
に
は

あ
る
。
だ
が
漢
文
体
の
箇
所
が
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
が
自
ら
の
職
掌
と
す

る
料
理
で
天
皇
の
心
を
慰
撫
・
鎮
静
す
る
内
容
の
『
日
本
書
紀
』
景
行
五

十
三
年
条
の
記
事
に
内
容
・
表
記
の
両
面
で
依
拠
し
て
い
る
の
は
確
実
で

あ
る
。
重
要
な
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
恋
意
的
な
加
筆
を
行
っ

て
、
始
祖
伝
承
を
自
家
に
有
利
な
形
で
形
成
し
て
ゆ
く
『
高
橋
氏
文
』
の

手
法
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
が
依
拠
す
る
の
は
、
『
續
日
本
紀
』
『
續
日
本
後
紀
』
の
莞
去
記

事
に
記
載
さ
れ
る
宣
命
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
と
は

全
く
無
関
係
の
記
事
を
用
い
て
始
祖
伝
承
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ

り
、
『
高
橋
氏
文
』
の
手
法
の
持
つ
恋
意
性
は
第
一
章
に
比
べ
て
よ
り
高

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
章
は
、
太
政
官
符
を
も
と
に
第
一
章
と
同
様
の
高
橋
氏
側
が
加
筆

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
章
の
み
が
、
六
国
史
以
外
の
も
の
に
拠

っている。

『
高
橋
氏
文
」
逸
文
の
三
つ
の
記
事
に
は
、
『
古
事
記
』
を
用
い
た
こ
と

が
確
実
な
部
分
は
指
摘
で
き
な
い
。
わ
ず
か
第
一
章
に
の
み
、
記
の
ア
メ

ノ
ウ
ズ
メ
の
所
作
の
記
述
を
用
い
た
可
能
性
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
『
高
橋
氏
文
』
逸
文
の
所
伝
の
性
格
は
、
基
本
的
に
は

『
日
本
書
紀
』
に
依
り
な
が
ら
も
『
古
事
記
』
と
の
統
合
・
一
本
化
を
果

た
し
て
い
る
『
古
語
拾
遺
一
『
先
代
菖
事
本
紀
』
の
そ
れ
と
は
一
線
を
画

し
て
い
る
と
言
、
フ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
存
す
る
『
高
橋
氏
文
』
逸
文
に
は
、
神
話
部
分
は
含
ま
れ
て
お
ら

ず
、
全
て
人
代
の
記
事
に
限
ら
れ
る
た
め
、
記
・
紀
の
祭
儀
神
話
化
を
論

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
各
章
の
祭
祀
的
要
素
の
扱
い
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
第
一
章
に
記
さ
れ
る
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
料
理
は
、
鎮

魂
的
意
味
あ
い
を
帯
び
て
い
た
。
だ
が
こ
の
性
質
は
、
当
該
部
分
が
依
拠

し
て
い
る
景
行
紀
の
段
階
で
既
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
『
高
橋
氏
文
』

で
初
め
て
付
与
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
他
の
氏
文
に
指
摘
さ
れ
る
祭
儀
神

話
化
の
現
象
と
は
、
記
・
紀
神
話
を
受
容
し
つ
つ
、
そ
れ
を
律
令
祭
祀
と

結
び
つ
け
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
一
章
の
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ

の
料
理
の
「
鎮
魂
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
律
令
に
規
定
さ
れ
た
鎮
魂

祭
と
は
異
な
る
呪
術
的
な
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
は

『
日
本
書
紀
』
の
記
事
を
律
令
祭
儀
と
関
連
づ
け
て
ゆ
く
意
図
は
全
く
見

出
だ
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
三
章
の
場
合
は
逆
に
、
律
令
に
規
定
さ
れ
た
神
今
食
の
祭
儀
を
明
確

に
取
り
上
げ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
記
事
の
下
地
と
な
っ
た
太
政
官
符
の

内
容
は
、
神
今
食
の
場
で
起
き
た
高
橋
・
安
曇
両
氏
の
内
膳
奉
仕
の
職
掌

を
巡
っ
て
争
議
と
そ
の
裁
定
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
も
律
令
祭
儀
と
の
接
点
を
新
た
に
求
め
よ
う
と
す
る
動

き
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
章
に
お
い
て
、
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
が
新
嘗
祭
と
御
膳
奉
仕
制
度
の

確
立
に
貢
献
し
た
こ
と
を
記
す
箇
所
を
例
外
と
す
れ
ば
、
『
高
橋
氏
文
』

に
は
依
拠
す
る
文
献
の
記
事
を
、
律
令
祭
儀
と
結
び
つ
け
て
ゆ
く
姿
勢
は

認
め
得
な
い
の
で
あ
る
。

『
高
橋
氏
文
』
に
は
、
成
立
事
情
や
本
文
構
成
等
『
古
語
拾
遺
』
と
の

共
通
性
が
多
く
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
記
事
の
性
質
は
大
き
く
異
な
っ
た

も
の
と
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

註
（
１
）
草
稿
の
序
に
は
「
天
保
十
三
年
三
月
廿
日
」
の
日
付
が
あ
る
。
活
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字
に
よ
る
初
出
は
『
や
ま
と
叢
誌
』
十
三
（
「
伴
信
友
全
集
』
第
三

巻
ほ
か
再
録
）
、
な
お
本
稿
の
『
考
注
』
の
引
用
は
全
集
版
に
拠
る
。

（
２
）
岡
田
莊
司
氏
「
天
皇
祭
祀
と
国
制
機
構
ｌ
神
今
食
と
新
嘗
祭
・
大

嘗
祭
ｌ
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
第
九
十
一
巻
第
七
号
、
『
大
嘗
の
祭
り
』

再
録
）
な
ど
、
ま
た
視
点
は
異
な
る
が
三
品
泰
子
氏
員
高
橋
氏
文
』

と
実
践
ｌ
料
理
す
る
宮
廷
宗
教
者
た
ち
ｌ
」
（
『
古
代
文
学
』
第
三
十

四
号
）
も
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。

（
３
）
狩
野
久
氏
「
御
食
国
と
膳
氏
ｌ
志
摩
と
若
狭
」
（
『
日
本
古
代
の
国

家
と
都
城
』
、
初
出
は
坪
井
清
足
氏
・
岸
俊
夫
氏
編
『
古
代
の
日
本
』

第
五
巻
）
な
ど
。

（
４
）
早
川
万
年
氏
「
高
橋
氏
文
成
立
の
背
景
」
亀
日
本
歴
史
」
第
五
三

二号）など。

（
５
）
小
谷
博
泰
氏
「
高
橋
氏
文
の
筆
録
年
代
に
つ
い
て
」
亀
甲
南
大
学

紀
要
（
文
学
編
こ
十
七
）
な
ど
。

（
６
）
植
松
茂
氏
「
高
橋
氏
文
」
（
講
座
日
本
の
神
話
二
『
日
本
神
話
の

成
立
と
構
造
』
所
収
）
な
ど
。

（
７
）
板
垣
俊
一
氏
「
高
橋
氏
文
」
（
古
橋
信
孝
氏
・
三
浦
佑
之
氏
・
森

朝
男
氏
編
古
代
文
学
講
座
十
一
『
霊
異
記
・
氏
文
・
縁
起
』
所
収
）

など。

（
８
）
三
浦
佑
之
氏
「
氏
文
と
家
伝
」
（
古
橋
信
孝
氏
編
『
日
本
文
芸
史
』

Ｉ
所
収
）
二
○
九
頁

（
９
）
神
野
志
隆
光
氏
「
古
代
国
家
神
話
の
完
成
」
含
國
語
と
國
文
学
』

第
七
十
三
巻
第
十
一
号
）

（
加
）
註
（
１
）
前
掲
書
一
○
七
頁

（
ｕ
）
黒
崎
輝
人
氏
「
月
次
祭
試
論
ｌ
神
今
食
の
成
立
を
巡
っ
て
ｌ
」

（
『
日
本
思
想
史
研
究
』
第
十
号
）

（
岨
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
小
松
馨
氏
「
神
宮
祭
祀
と
天
皇
祭
祀
ｌ
神
宮

三
節
祭
由
貴
大
御
撰
神
事
と
神
今
食
・
新
嘗
祭
の
祭
祀
構
造
ｌ
」

亀
國
學
院
雑
誌
』
第
九
十
一
巻
第
七
号
）

（
過
）
註
（
ｕ
）
前
掲
論
文
三
二
～
三
三
頁

（
Ｍ
）
註
（
４
）
前
掲
論
文
五
～
六
頁

（
巧
）
註
（
１
）
前
掲
書
四
八
頁

（
賂
）
勝
田
勝
年
氏
「
高
橋
氏
文
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
立
命
館
文
学
』

第
二
巻
第
一
号
）

（
Ⅳ
）
註
（
５
）
前
掲
論
文

（
肥
）
多
田
一
臣
氏
『
古
代
国
家
の
文
学
』
二
七
五
～
二
七
八
頁
、
初
出

は
「
高
橋
氏
文
」
（
『
古
代
文
学
』
第
二
十
一
号
）

（
的
）
日
野
昭
氏
は
『
古
事
記
』
が
イ
ハ
カ
ム
ッ
カ
リ
の
記
事
を
記
載
し

な
い
の
は
、
菖
辞
に
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
と
考
え
る
。

「
膳
氏
の
伝
承
と
性
格
」
亀
日
本
古
代
氏
族
伝
承
の
研
究
』
続
篇
、

初
出
は
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
九
冊
）

（
別
）
徳
光
久
也
氏
『
上
代
日
本
文
章
史
』
六
二
五
頁

（
別
）
日
本
古
典
文
學
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
六
○
四
頁
な
ど

（
〃
）
「
淡
」
は
信
友
以
来
「
安
房
」
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、

註
（
肥
）
前
掲
書
二
八
○
～
二
八
一
頁
に
『
政
事
要
略
』
通
行
本
に

従
い
「
淡
路
」
と
見
る
べ
き
点
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
路
）
佐
佐
木
信
綱
氏
『
上
代
日
本
文
學
史
』
上
巻
三
九
七
頁

（
別
）
註
（
５
）
前
掲
論
文

（
妬
）
註
（
１
）
前
掲
書
九
六
頁

（
妬
）
註
（
５
）
前
掲
論
文
二
一
頁

（
”
）
卜
部
兼
方
『
稗
日
本
紀
』
巻
第
十
な
ど

（
肥
）
註
（
１
）
前
掲
書
に
「
こ
、
に
も
下
に
も
、
八
坂
媛
と
書
る
は
、

も
し
く
は
と
も
に
、
入
字
を
脱
せ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
か
、
又
も
と
よ

り
入
を
略
て
、
申
傳
た
り
し
に
も
あ
る
べ
し
、
」
（
五
一
頁
）
と
あ
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逸文にみる「高橋氏文』の方法と性質

（
釦
）
註
（
胡
）
前
掲
書
四
○
七
一

訂
）
倉
野
憲
司
氏
『
日
本
文
學
一

（
胡
）
註
（
１
）
前
掲
書
六
四
頁

（
詔
）
註
（
３
）
前
掲
書
五
七
頁

（
別
）
註
（
肥
）
前
掲
書
二
八
三
-

（
弱
）
吉
村
茂
樹
氏
「
国
司
制
度
』

地
理
』
第
六
拾
弐
巻
第
一
號
）

（
洲
）
註
（
７
）
前
掲
書
一
一
八
幸

※
文
中
の
『
日
本
書
紀
』
の

う（》。 ラハ》○

（
閉
）
坂
本
太
郎
氏
「
纂
記
と
日
本
書
紀
」
亀
史
学
雑
誌
』
第
五
十
六
編

第
七
号
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
』
上
再
録
）

倉
野
憲
司
氏
『
日
本
文
學
史
』
第
三
巻
一
九
六
頁

註
（
１
）
前
掲
書
六
四
頁

註
（
３
）
前
掲
書
五
七
頁

註
（
肥
）
前
掲
書
二
八
三
～
二
八
四
頁

吉
村
茂
樹
氏
「
国
司
制
度
に
齢
け
る
志
摩
守
の
特
殊
性
」
亀
歴
史

註
（
胡
）
前
掲
書
四
○
七
頁

一八頁
一
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
學
大
系
に
よ
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